
                              平成２４年４月１１日 

                      公益財団法人日本リトルリーグ野球協会 

 

 

総務省人事・恩給局 

公務員高齢対策課 御中 

 

  「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について（報告） 

 

 

 

 当法人は、国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第１０６条の２４第１項第４

号及び独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第５４条の２第１項において準

用する国家公務員法第１０６条の２４第１項第４号、職員の退職管理に関する政令（平成

２０年政令第３８９号）第３２条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令（平

成２０年政令第３９０号）第１８条、職員の退職管理に関する内閣府令（平成２０年内閣

府令第８３号）第９条並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令（平成

２０年内閣府令第８４号）第８条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」公益法人

に[該当しません]ので、その旨報告いたします。 

 

 

                          [本件連絡先] 
                                            電話：０３－６２６７－０１７０ 

                      FAX：０３－６２６７－０１７１ 

                      電子メール： info@jllba.com 

 


